
平成１８年度樹立

国有林の森林計画のあらまし
（釧路根室森林計画区）

計 画 期 間

【地域管理経営計画】 平成１９年４月１日～平成２４年３月３１日

【国有林野施業実施計画】 平成１９年４月１日～平成２４年３月３１日

羅臼岳と三の沼

【お問い合わせ先】

北海道森林管理局計画部計画課

住所 〒０６４－８５３７ 札幌市中央区宮の森３条７丁目７０番

ＴＥＬ：０１１－６２２－５２４１ ＦＡＸ：０１１－６１４－２６５２

根釧西部森林管理署

住所 〒０８５－０８２５ 釧路市千歳町６ー１１

ＴＥＬ：０５０－３１６０－５７８５（IP）

ＦＡＸ：０１５４－４１－７１２７

根釧東部森林管理署

住所 〒０８６－１６５２ 標津郡標津町南２条西２丁目１ー９

ＴＥＬ：０５０－３１６１－６６７５（IP）

ＦＡＸ：０１５３－８２－２２８４

北海道森林管理局

国民の森林・国有林

注:本資料は計画書本体ではなく、計画の概要を取りまとめたものです。
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１ 釧路根室森林計画区の概要
釧路根室森林計画区の国有林の管理経営は、根釧西部森林管理署及び根釧東部森林管理

署が行っています。本計画区の国有林野は、釧路市、白糠町、釧路町、鶴居村、標茶町、

弟子屈町、厚岸町、浜中町、根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の２市１０町

１村に広がっており、面積は約２８万８千ｈａ（流域総土地面積の３１％、流域森林面積

の５２％）となっています。

本計画区の国有林野の現況は、育成林が１０万５千ｈａ（育成単層林７万８千ｈａ、育

成複層林２万７千ｈａ）、天然生林が１５万４千ｈａとなっています。森林の約７割はト

ドマツ・エゾマツを主体とし、カンバ類・ナラ類が混交する天然林で占められ、約３割は

昭和３０年代以降に造成されたトドマツ・カラマツ等の人工林となっています。

これらの森林は、全体の９５％以上が保安林に指定され、厳しい気象条件から農地や市

街地を守る防風、防霧保安林を多く有しています。

【人工林の樹種別面積】 【天然生林の林相別面積】

国 有 林

主 要 山 岳

鉄 道

森林計画区界

市 町 村 界

森 林 管 理 署 山

凡　　例

針広混交林

７２千ha

（４７％）広葉樹林
６０千ha
（３９％）

針葉樹林
２２千ha
（１４％）

トドマツ

３９．０千ha

（４４％）

カラマツ・グイマツ

２８．４千ha

（３２％）

エゾマツ・アカエゾマツ

１９．９千ha

（２２％）

その他

１．４千ha

（２％）

釧路根室森林計画区の位置図

オホーツク海

（網走東部）

（十勝）

山

山
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知床岳

羅臼岳

海別岳
羅臼町

斜里岳
藻琴山 標津町

根釧東部森林管理署

中標津町

別海町

根室市

太　平　洋

浜中町

厚岸町

釧路湿原森林環境保全

ふれあいセンター

釧路町

弟子屈町

標茶町

雄阿寒岳

鶴居村

釧路市

白糠町

釧路市

雌阿寒岳

根釧西部森林管理署
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２ 森林の働き

森林の働きは、主に次の５つに分けられます。

森林は、雨水などを蓄えてゆっくりと河川に流し、洪水や渇水

を緩和しています。また、その過程で濁りを抑えたり、水質を浄

化しています。

森林は、樹根や下層植生の働きによって、土砂の流出や山崩れ

などを防いでいます。

森林は、空気をきれいにし、さらに強風や飛砂、騒音などを防止し、私たちの生活環境を

過ごしやすくしてくれます。

森林は、森林浴やレクリエーシ

ョンの場を提供し、心身を健康に

してくれます。また、多様な野生

生物の生息・生育の場となっていま

す。

森林は、環境に優しく、私たちの生活に必要かつ再生で

きる資源である木材を供給してくれます。

３ 管理経営の基本的な考え方
森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源のかん養に加え、地球温暖化の防止、生

物多様性の保全、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等の観点から期待が高まるな

ど、公益的機能の発揮に重点を置きつつ、さらに多様化してきています。

本計画では、こうした国民の要請と期待の下で、本計画区における課題等を踏まえ、

① 国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、

② 林産物を持続的かつ計画的に供給し、

③ 国有林野の活用により地域の産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与する

ことを目標として、個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって、

① 国土の保全、水源かん養等安全で快適な生活の確保を重視する「水土保全林」

きれいな水を

供給する森林

木材を持続的に供給する森林

土砂の流出・崩壊を防ぐ森林

強風から生活を守る防風林

川を遡上するサクラマス

水源かん養機能

生活環境保全機能

保健文化機能

山地災害防止機能

木材等生産機能
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② 貴重な自然環境の保全や国民と自然とのふれあいの場としての利用を重視する

「森林と人との共生林」

③ 木材の持続的な生産を重視する「資源の循環利用林」

の３つに区分し、それぞれの目的に応じて、「国民の森林」として、国有林野の管理経営

に取り組んでいくこととしています。

４ 機能類型の現況と機能に応じた管理経営の推進
本計画区では、「水土保全林」が約１９万３千ha（計画区内の国有林野全体の６７％）、

「森林と人との共生林」が約９万２千ha（同３２％）、「資源の循環利用林」が約３千ha

（同１％）となっています。

【 機 能 類 型 別 面 積 】

【釧路根室計画区】 【北海道国有林】

（１）水土保全林

水土保全林は、その目的によって「国土保全タイ

プ」と「水源かん養タイプ」に細分しています。

「国土保全タイプ」の森林は、土砂崩れ、土砂の

流出等の山地災害や飛砂、潮害等の気象災害を防ぐ

ことを目的として森林施業を行うとともに、必要に

応じて治山施設を整備します。また、「水源かん養

タイプ」の森林は、渇水や洪水の緩和等を目的とし

て森林施業を行います。

（２）森林と人との共生林

「森林と人との共生林」は、その目的によって「自然維持タイプ」と「森林空間利用

タイプ」に細分しています。代表的な森林として、保護林（２９箇所）とレクリエーシ

ョンの森（１３箇所）があります。

「自然維持タイプ」の森林は、特に森林生態系に

おける生物の多様性を図る観点から、良好な自然環

境にある森林や貴重な野生生物が生息・生育する森

林を対象とし、原則として自然の推移に委ねること

としています。また、「森林空間利用タイプ」の森林

は、国民の皆さんに森林浴や野外スポーツなどの活

動を通じて森林とのふれあいを体験していただくた

め、その利用形態に応じて森林施業や施設の整備を

水土保全林

２，２５０千ha

（７３％）

森林と人との共生林

７６４千ha

（２５％）

資源の循環利用林

５８千ha

（２％）

水土保全林

１９３千ha

（６７％）

森林と人との共生林

９２千ha

（３２％）

資源の循環利用林

３千ha

(１％)

レ ク リ エ ー シ ョ ン の 森
野 外 ス ポ ー ツ 地 域

雄 別 地 す べ り 復 旧 工 事
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行います。

（３）資源の循環利用林

「資源の循環利用林」では、国民生活に必要な木材を安定的かつ効率的に供給するこ

とを目的としており、木材の生産目標に応じて森林施業を行います。

５ 流域管理システムの推進
民有林と国有林、上流と下流が一体となっ

て、地域の森林、林業・木材産業の振興を図

る取組を進めるため「国有林野事業流域管理

推進アクションプログラム」に基

づき、道、市町村、林業・木材産

業関係団体等との連携のもとで、

①計画的な木材供給の推進、②林

業技術の普及・啓発、③下流住民

等に対する情報提供、体験活動等

の取組を行っています。

「阿寒湖のマリモと水源林の保全に関する森林整備協定」（根釧西部森林管理署）

阿寒湖周辺の民有林と国有林を一体的に整備し、森林の持つ公益的機能を十分に発

揮させることにより、阿寒湖温泉街の上水道等の取水源域並びに特別天然記念物であ

るマリモの生息域についての環境保全を図ることを目的に、釧路市と森林整備協定を

締結しています。

６ 主要事業の考え方と事業量(平成１９年度～２３年度の５ヶ年分)
本計画区における、伐採、人工造林等の更新、下刈等の保育、適切な森林施業及び管理

に必要な林道の開設等の各事業量は以下のとおりです。

① 伐採総量

区 分 主 伐 間 伐 合 計

材 積 ３０９,１６１ｍ3 ５８２,２３６ｍ３ ８９１,３９７ｍ３

（１４,１３４ha）

注)( )は、間伐面積です。

② 更新総量

区 分 人工造林 天然更新 合 計

面 積 ４，７８４ｈａ ４，１０８ha ８，８９２ha

③ 保育総量

区 分 下刈 つる切り・除伐 合 計

面 積 ２８,２９２ha ３，４８５ha ３１,７７７ha

④ 林道事業量

区 分 開 設 改 良

(箇所数等) (１５路線) (６４箇所)

延 長 ４４．１ｋｍ １１０．９ｋｍ

⑤ 治山事業量

区 分 保全施設(箇所) 保安林の整備(ha)

箇所数等 ３９ ８１８

低 コ ス ト ・ 高 効 率 作 業 シ ス テ ム
に 関 す る 現 地 検 討 会
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７ 国有林野の維持と保存
（１）森林の保全巡視等

森林の保全巡視に当たっては、野生生物の生息･生育状況、森林病虫害や鳥獣害の発

生状況、廃棄物の不法投棄の状況、各種標識の設置状況等を把握

するとともに、境界の巡視と境界標の確認等を計画的に行うなど、

適切な国有林野の保全管理に努めていきます。

さらに、地域住民、ボランティア、NPO等とも連携を図りなが

ら、生物多様性の視点も踏まえつつ、高山植物等の希少種の保護

等に努めます。

（２）森林や希少野生生物の保護

① クマゲラ及びシマフクロウ生息森林

国の天然記念物に指定されているクマゲラ及びシマフクロウ

(国内希少野生動植物種にも指定。)の生息環境の保全を図るた

め、これらの生息状況に応じた森林施業を推進します。

② 知床森林生態系保護地域

全域が世界自然遺産となった知床森林生態系保護地

域については、適切な保全管理を推進するため、関係

機関等と連携し、利用の適正化や河川工作物の取扱い、

被害対策等の科学的な保全管理を行うための調査研究

・モニタリング・評価を進めます。

③ 自然再生の取組

自然再生推進法に基づく釧路湿原の再生のために、地域住民、NPO、関係行政機関

等と協働・連携し、湿原上流の気象害によるトドマツ林の立枯被害跡地において、健

全で多様性のある森林づくりに向けた取組を展開します。

８ 国民参加の森林づくり
「直接森林とふれあい、森林の豊かさを理解しながら、森林づくりに参加したい」と

いう声に応えるため、フィールドの提供、技術の指導等を行うなどにより国民参加の森

林づくりを推進します。

特に、本計画区では、森林ボランティア団体が森林整備体験や間伐材を利用した木工

品づくり、山菜料理教室などに取り組み、森林の重要性を地域にPRする活動を行ってお

り、積極的に支援を行います。

ふれあいの森

名 称 面積（ha） 森林管理署
古多糖(ふるさと)の森 １０ 根釧東部森林管理署

複 層 林 施 業 試 験 地 で の 植 樹
(パ イ ロ ッ ト フ ォ レ ス ト )

国 民 参 加 に よ る
温 根 沼 周 辺 の 環 境 保 全 活 動

ク マ ゲ ラ 採 餌 木

廃 棄 物 の 不 法 投 棄


